
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

名
称

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
）

三

の
ぞ
み
の
園
の
目
的

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
（
以
下
「
の
ぞ
み
の
園
」
と
い
う
。
）
は
、
重
度
の
知

的
障
害
者
に
対
す
る
自
立
の
た
め
の
先
導
的
か
つ
総
合
的
な
支
援
の
提
供
、
知
的
障
害
者
の
支
援
に
関
す
る
調
査
及
び
研

究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関

係
）

四

事
務
所



の
ぞ
み
の
園
は
、
主
た
る
事
務
所
を
群
馬
県
に
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

五

資
本
金

の
ぞ
み
の
園
の
資
本
金
は
、
第
六
の
二
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
ほ
か
、
政
府
は

、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
の
ぞ
み
の
園
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
二

役
員
及
び
職
員

一

役
員

の
ぞ
み
の
園
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
二
人
以
内
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

二

役
員
の
任
期

理
事
長
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
、
中
期
目
標
の
期
間
の
末
日
ま
で
と
し
、
理
事
の
任
期
は
、
理
事
長
が
定
め
る
期

間
と
し
、
監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

三

役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務



の
ぞ
み
の
園
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

四

役
員
及
び
職
員
の
地
位

の
ぞ
み
の
園
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員

と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

五

そ
の
他

役
員
の
職
務
及
び
権
限
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

業
務
等

一

業
務
の
範
囲

の
ぞ
み
の
園
は
、
第
一
の
三
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
一
条
関
係
）

１

重
度
の
知
的
障
害
者
に
対
す
る
自
立
の
た
め
の
先
導
的
か
つ
総
合
的
な
支
援
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
を
設
置
し
、

及
び
運
営
す
る
こ
と
。

２

知
的
障
害
者
の
自
立
と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参
加
を
促
進
す
る
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
調
査
、
研



究
及
び
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

３

知
的
障
害
者
援
護
施
設
に
お
い
て
知
的
障
害
者
の
支
援
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
養
成
及
び
研
修
を
行
う
こ
と
。

４

知
的
障
害
者
の
支
援
に
関
し
、
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
求
め
に
応
じ
て
援
助
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

５

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

積
立
金
の
処
分

の
ぞ
み
の
園
の
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
関
係
）

第
四

雑
則

国
家
公
務
員
宿
舎
法
の
適
用
除
外
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

罰
則

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
か
ら
六
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
は
、
平
成
十



五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

心
身
障
害
者
福
祉
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
の
ぞ
み
の
園
の
成
立
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
の
ぞ
み
の
園
が
承
継
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
承
継
の

際
、
の
ぞ
み
の
園
が
承
継
す
る
資
産
の
価
額
か
ら
負
債
の
金
額
を
差
し
引
い
た
額
は
、
政
府
か
ら
の
ぞ
み
の
園
に
対
し
出

資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

二
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
政
府
は
、
の
ぞ
み
の
園
の
成
立
の
時
に
お
い
て
現
に
建
設
中
の
建
物
等
を
の
ぞ
み
の
園

に
追
加
し
て
出
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

心
身
障
害
者
福
祉
協
会
法
を
廃
止
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条

関
係
）

五

知
的
障
害
者
福
祉
法
そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。


